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各課からのお知らせ

　
　

　
　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

神埼桑菱茶　６月１日から販売開始します！～飲んで健康「桑菱茶」健康維持に向けて！～

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中

で
、
子
育
て
と
仕
事
を
一
人
で

担
う
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯

に
特
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
う
し

た
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

現
在
、
ひ
と
り
親
世
帯
に
対

す
る
手
当
や
助
成
を
受
け
て
い

る
人
に
は
案
内
文
書
を
お
送
り

し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
給
付
金
は
、
所
得

制
限
超
過
や
公
的
年
金
受
給
中

で
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
手

当
を
受
け
て
い
な
い
ひ
と
り
親

も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
対
象
者

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
受
給
者（
申
請
不
要
）

※
令
和
３
年
４
月
に
支
給
済

②
公
的
年
金
等
の
受
給
に
よ
り

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

な
い
人

※
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
制
限

限
度
額
を
下
回
る
方
に
限
り

ま
す
。

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同
水

準
と
な
っ
た
人

○
給
付
額

　

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万

円○
申
請
に
つ
い
て

　

対
象
者
②
③
は
申
請
が
必
要

で
す
。

○
申
請
期
限

　

令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）

○
受
付
場
所

　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係

◎問い合わせ　商工観光課　商工観光係　☎37-0107

桑の葉　
　特有成分が豊富に含まれていることが、さまざまな研
究機関において発表されています。

菱の外皮　
　ポリフェノールが多く含まれていることが、市と西九
州大学の共同研究で分かりました。市と大学の共同によ
る特許登録も取得しています。

神埼桑菱茶の購入助成を行います！
　市の特産品である和菱を活用し、神埼市ブランド創造事
業で開発した新たな神埼ブランド「神埼桑菱茶」を、多く
の市民の皆さんに知っていただくため、また、桑菱茶の飲
用により、市民の皆さんの健康増進、健康寿命の延伸に寄
与することを目的として、購入費助成を行います。
　助成を受けられた人を対象に、後日、アンケート調査を
実施します。ご協力をお願いします。

○購入助成額　神埼桑菱茶１箱につき810円
○購入助成期限　令和４年３月31日購入分まで
※桑菱茶の在庫がなくなり次第、終了します。
○申込方法　購入時、店舗で申込書を提出
　※申込書は、全戸配布、商工観光課にあります。

　飲用いただく市民の皆さんの健康増進、健康寿命の
延伸につながることを願っています。

産
官 学

健康補助食品「神埼桑菱茶」

桑菱茶の機能性に関
する特許出願中！

「神埼桑菱茶」取扱店一覧
店舗名 電話番号

ショッパーズかんざきサピエ ☎53-0444
今泉園茶舗 ☎52-2944
中園茶舗 ☎52-3538
神埼宿場茶屋 ☎53-3040
かんざき遊学館 ☎53-8587
神埼Ｍ＆Ｍコーポレーション ☎65-1811
ショッピングセンター アニー ☎44-5911
田中茶舗 ☎44-2185
高取山公園 わんぱく館 ☎51-9020
大串製菓 ☎52-2888
納富茶舗 ☎52-2091

　
　教
育
長
・
教
育
委
員
の
紹
介

◎
問
い
合
わ
せ　

学
校
教
育
総
務
課

　

教
育
総
務
係　

☎
３
７
‐
３
５
９
１

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
５
月
10
日

付
け
で
、
教
育
長
お
よ
び
教
育
委

員
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
（
敬
称

略
）。

　

任
期
は
教
育
長
が
３
年
間
、
教

育
委
員
が
４
年
間
で
、
市
の
教
育

推
進
の
た
め
、
ご
尽
力
い
た
だ
き

ま
す
。

○
就
任

　

教
育
長　

末
次 

利
明

　　

教
育
委
員　

菱
岡 

智
美

○
退
任

　

教
育
委
員　

渡
邉 

薫

１箱　１, ６２０円（税込）
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神埼市神埼町志波屋3627
TEL 0952-53-1747
携帯 090-8836-5630

相談は、無料です。

行政書士

相続手続
土地や建物が亡くなった人の

名義になっている

遺言書
死んだら、家や土地の名義は
どうなるのだろう？

その他

（日本行政書士会登録番号 05410974）

建設業許可・産業廃棄物・
内容証明・車庫証明 等

ホームページ ゆずりは 神埼 検索 行政書士には守秘義務があります。お気軽にご連絡ください

有
料
広
告

各課からのお知らせ

　
　神
埼
地
区 

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
の
受
講
生
募
集

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

障
が
い
者
福
祉
係

☎
３
７
‐
０
１
１
１

　

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
や
関

連
す
る
福
祉
制
度
の
理
解
を
深

め
、
日
常
生
活
を
行
う
上
で
必
要

な
単
語
お
よ
び
手
話
表
現
技
術
を

習
得
す
る
た
め
の
「
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
」
を
吉
野
ヶ
里
町
と
合

同
で
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
聴
覚
障
が

い
者
の
言
語
で
あ
る
「
手
話
」
を

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

○
日
程　

全
47
回

　

７
月
１
日
（
木
）
～
12
月
21
日

（
火
）
の
毎
週
火
・
木
曜
日

　

10
時
～
12
時

※
祝
日
を
除
く

○
開
催
場
所

　

吉
野
ヶ
里
町
東
脊
振
公
民
館

　
（
農
業
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
）

※
一
部
の
日
程
に
つ
い
て
、
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
対
象
者

　

神
埼
市
ま
た
は
吉
野
ヶ
里
町
に

居
住
、
も
し
く
は
勤
務
し
て
い
る

高
校
生
以
上
で
、
ほ
ぼ
全
て
の
講

座
に
出
席
が
で
き
る
人

※
高
校
生
は
保
護
者
の
同
意
が
必

要
で
す
。

○
受
講
料　

無
料

※
別
途
テ
キ
ス
ト
代
３
，
３
０
０

円
が
必
要
で
す
。

○
定
員　

20
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切

○
申
込
期
限　

６
月
23
日
（
水
）

　
　菱
の
里
ふ
れ
あ
い
農
園

野
菜
・
花
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
！

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

農
政
水
産
課

分
室　

☎
４
４
‐
２
１
９
８

　

市
内
に
住
む
畑
を
お
持
ち
で
な

い
人
で
、
野
菜
・
花
づ
く
り
な
ど

を
楽
し
み
た
い
と
い
う
農
園
利
用

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
場
所　

直
鳥
ク
リ
ー
ク
公
園
内

　
「
菱
の
里
ふ
れ
あ
い
農
園
」

○
区
画
面
積　

１
区
画
10
坪
程
度

○
募
集
区
画　

４
区
画

○
利
用
料
金
（
１
区
画
あ
た
り
）

　

年
額
６
，
０
０
０
円

※
年
度
途
中
の
場
合
は
月
割
計
算

　
（
１
カ
月
あ
た
り
５
０
０
円
）

※
先
着
順
と
し
ま
す
。

　
　脊
振
地
区
・
神
埼
地
区「
住
民
総
合
健
診
」が
始
ま
り
ま
す

◎
託
児
予
約
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

健
康
増
進
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

住
民
総
合
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

　

脊
振
地
区
は
６
月
、
神
埼
地
区

は
７
月
、
千
代
田
地
区
は
８
月
、

９
月
に
実
施
し
ま
す
。
１
年
に
１

回
は
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

健
診
対
象
者
や
料
金
は
、
４
月

に
全
戸
配
布
し
た
令
和
３
年
度
版

「
神
埼
市
健
康
診
査
・
が
ん
検
診
の

ご
案
内
」
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

40
歳
限
定
!
が
ん
検
診
無
料
！

　

昭
和
56
年
４
月
１
日
～
昭
和
57

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人
は
、
今

年
度
は
各
種
が
ん
検
診
が
無
料
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

７
月
８
日
は
、
女
性
限
定
！

　

こ
の
日
は
女
性
限
定
の
受
診
日

で
、
ス
タ
ッ
フ
を
可
能
な
限
り
女

性
に
し
ま
す
（
一
部
、
男
性
が
受

付
業
務
に
従
事
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）。

託
児
あ
り
ま
す

　

健
診
を
受
け
た
い
け
れ
ど
、
子
ど

も
の
預
け
先
が
な
い
と
い
う
人
は
健

診
の
間
、
託
児
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

託
児
希
望
者
は
予
約
が
必
要
で

す
。
受
診
希
望
日
の
１
週
間
前
ま
で

に
電
話
ま
た
は
健
康
増
進
課
窓
口
で

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

託
児
で
き
る
人
数
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

健診日 健診 
会場

健康
診査 肝炎

ウイルス

肺・結核 
40歳 
以上

胃 
40歳 
以上

前立腺 
50歳 
以上 
男性

大腸 
40歳 
以上

子宮
20歳
以上
女性

若年
400円
特定
1,000円
後期

無料

無料 500円 500円 500円 500円 500円

６月29日（火）脊振交流
センター

○ ○ ○ ○ ○

６月30日（水） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月１日（木）

中央交流
センター

○ ○ ○ ○ ○

７月２日（金） ○ ○ ○ ○ ○

７月３日（土） ○ ○ ○ ○ ○

７月４日（日） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月５日（月） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月６日（火） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月７日（水） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月８日（木） ○女性 ○女性 ○女性 ○女性 ○女性 ○女性

○受付時間　８：30 ～ 10：30
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40歳以上神埼市国民健康保険加入者対象　特定健康診査
後期高齢者医療保険加入者対象　　後期高齢者健診

今年度スタート！神埼市国保特定健診・後期高齢者健診対象の皆さんへ
「ＫＡ．ＴＡ．Ｌ♡ （かたろー）ポイント」事業が始まります！

を受けましょう
◎問い合わせ　市民課　国保医療係・後期高齢年金係　☎37-0115

◎問い合わせ　市民課　国保医療係・後期高齢年金係　☎37-0115かんざきで　たのしく　ロングライフ

特定健診
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
に着目し、さまざまな生活習慣病リスクを見つ
けるための健診です。生活習慣病の発症や重症
化の予防、健康寿命延伸のために、健診を受け
ましょう。
○対象者　40歳以上の神埼市国民健康保険加入者
○健診内容　問診・身体計測・血圧測定・血液

検査・尿検査・内科診察・心電図など
○料金　1,000円
○受診に必要な物
　神埼市国民健康被保険者証、特定健診受診券
(クリーム色)、特定健診受診票（６月上旬発送）
○受診期間　令和４年３月31日（木）まで
※同一年度内の受診は、特定健診（集団健診・

個別健診・毎日健診）、ヘルスサポート、日帰
り人間ドックのいずれかを選択してください。

※健診結果に基づき、市の保健師が生活習慣改
善の必要性に合わせ、保健指導を行う場合が
あります。

後期高齢者健診
　生活習慣病の早期発見のほか、加齢によって身体と心の
活力が低下した状態（フレイル）にあるかどうかの確認を
行います。健康寿命延伸のために、健診を受けましょう。
○対象者　後期高齢者医療保険加入者
○健診内容　問診・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検

査・内科診察など
○料金　無料
○受診に必要な物
　後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者健診受診券（う
ぐいす色）、後期高齢者健診受診票（６月上旬発送）
○受診期間　令和４年２月28日（月）まで
両健診共通
○受診方法
・集団健診　住民総合健診の会場で受ける方法です（詳細

は10ページをご覧ください）。
・毎日健診（要予約）　佐賀県健康づくり財団（予約☎

37-3314）で受ける方法です。
・個別健診（要予約）
　佐賀県内の実施医療機関で受ける方法です。医療機関へ
直接予約してください。

　健診受診者を対象に「幸せつなごうキャンペーン」を実施します。今年度から後期高齢者健診も対象です。
また、新たに「Ｋ

か

Ａ.Ｔ
た

Ａ.Ｌ
ろ ー

♡ ポイント事業」を実施します（詳細は以下をご覧ください）。

～神埼で楽しくロングライフ！ 健康寿命を伸ばしましょう‼～
　市主催の健診やがん検診の受診、健康教室や各種講座への参加、ご自身の健康づくりへのチャレンジで
ＫＡ．ＴＡ．Ｌ♡ポイントが獲得できます。ポイントを貯めて、「健康」と「賞品」を獲得しましょう！

ステップ①　　参加申込みをする
・申込書に記入し、市民課国保医療係・後期高齢年金係に提出し、チャレンジカードをもらう。
※国民健康保険加入者の申込書は、受診票に同封してお送りしています。
　後期高齢者医療保険加入者の申込書は、窓口や健診会場に準備しています。
※申込時は被保険者証をご持参ください。
※住民総合健診会場でも申込みできます。

ステップ②　ポイントを貯める
・特定健診、後期高齢者健診、がん検診を受ける。
・チャレンジ目標を掲げ日々取り組む（継続して３カ月）。
・市で開催される健康教室や講座などにかたる（参加する）。

ステップ③　チャレンジカードと記録表を提出する
・カードと記録表を市民課国保医療係・後期高齢年金係に提出する。
・100ポイント達成後、お早めにご提出ください。
・チャレンジカードの有効期限は令和４年３月31日までです。

健診結果説明
会にかたって
ポイントをも
らおう！

健康教室にか
たってポイン
ト を も ら お
う!

ＫＡ．ＴＡ．Ｌ♡ ポイント　100ポイント達成すると、以下のいずれかをプレゼント！
・神埼市観光協会お買物券1,000円分 ※かんざき遊学館または高取山公園わんぱく館で使えます！（国保・後

期各先着100人）または 
・次年度特定健診（集団のみ）無料券（1,000円相当）　※国民健康保険特定健診対象者のみ（先着100人）
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ローソン本堀店北隣に移転しました
神埼市神埼町本堀 3258番地 1シャトーエスT－２

 ☎　　0952－53－5105
FAX　 0952－53－2713

相続・売買・贈与などの不動産登記　商業・法人登記
その他、何でもお気軽にご相談ください。

　
　国
民
年
金
の
手
続
き
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

佐
賀
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課　

☎
３
１
‐
４
１
９
１

　

厚
生
年
金
・
共
済
年
金
に
加
入

し
て
い
た
人
が
60
歳
未
満
で
退
職

し
た
場
合
は
、
国
民
年
金
に
加
入

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
加
入

の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、

退
職
さ
れ
た
人（
原
則
65
歳
未
満
）

に
扶
養
さ
れ
て
い
た
60
歳
未
満
の

配
偶
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

　

令
和
３
年
度
の
１
カ
月
あ
た
り

の
保
険
料
は
１
６
，６
１
０
円
で

す
。

　

国
民
年
金
の
制
度
に
は
、
将
来

受
給
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金
の

ほ
か
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が

あ
り
、
国
民
年
金
の
加
入
も
れ
や

保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
し
ま
う

と
、
年
金
受
給
額
が
少
な
く
な
っ

た
り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で

き
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
免
除
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

離
職
後
、
納
付
が
困
難
な
場
合

は
申
請（
失
業
に
よ
る
特
例
申
請
）

を
す
る
こ
と
に
よ
り
全
額
免
除
ま

た
は
減
額
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
連
帯
納
付

義
務
者
で
あ
る
配
偶
者
ま
た
は
世

帯
主
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

場
合
は
、
該
当
し
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

※
手
続
き
に
は
離
職
票
等
の
書
類

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

○
申
請
窓
口

・
市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係

・
各
支
所　

総
合
窓
口
課

・
佐
賀
年
金
事
務
所

各課からのお知らせ

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　

毎
年
６
月
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
年
金
振
込
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
６
月
か
ら
翌
年
４
月
ま

で
の
年
金
支
払
額
を
お
知
ら
せ
す

る
も
の
で
す
。

　

振
込
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
８
月
以
降
の
保
険
料
（
税
）
の

額
は
、
予
定
額
と
し
て
６
月
の
額

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
決
定
額

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
送
付
さ

れ
る
保
険
料
（
税
）
決
定
通
知
書

等
で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

有
料
広
告

　
　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
お
よ
び
税
法
改
正
に
伴
う

市
税
等
の
対
応
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
お
け
る
税
制
上
の
措
置
お

よ
び
地
方
税
法
が
４
月
１
日
付
け

で
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た

市
民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
し
た
市

税
等
に
関
す
る
情
報
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
要
件

の
見
直
し

　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
13
年
間
の

控
除
期
間
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
末
ま
で
の
入
居
へ
延
長

と
な
り
、
一
定
の
期
日
ま
で
に
住

宅
取
得
契
約
を
行
っ
て
い
る
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
特
例

措
置
の
対
象
と
す
る
。

・
特
例
措
置
内
容

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う

ち
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
額
を
、
控
除
限
度
額
の
範

囲
内
で
個
人
住
民
税
か
ら
控
除

・
改
正
後
の
入
居
期
限

　

令
和
４
年
12
月
31
日

※
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
際
の
住

宅
ロ
ー
ン
減
税
の
入
居
期
限
要

件
も
別
途
措
置
が
あ
り
ま
す
。

※
令
和
３
年
４
月
１
日
施
行

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
臨

時
的
軽
減
の
延
長

　

税
率
を
１
％
軽
減
す
る
特
例
措

置
の
適
用
期
限
を
９
カ
月
延
長
。

・
延
長
後
の
取
得
期
限

　

令
和
３
年
12
月
31
日

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

　

主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
が

減
少
し
た
被
保
険
者
の
国
民
健
康

保
険
税
を
減
免
。

・
対
象
世
帯

　

次
の
①
か
ら
③
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
世
帯

①
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減

少
額
が
前
年
の
当
該
収
入
額
の

10
分
の
３
以
上

※
国
等
か
ら
支
給
さ
れ
る
各
種
給

付
金
に
つ
い
て
は
、
事
業
収
入

等
に
含
ま
な
い
。

②
前
年
の
総
所
得
金
額
が
１
，０

０
０
万
円
以
下

③
減
少
が
見
込
ま
れ
る
収
入
に
係

る
所
得
以
外
の
前
年
所
得
合
計

額
が
４
０
０
万
円
以
下

・
減
免
額

　

前
年
の
合
計
所
得
額
に
応
じ
、
10

分
の
２
～
全
額

・
適
用
期
間

　

４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31

日
ま
で
に
納
期
限
が
到
来
す
る
国

保
税

　

各
制
度
に
は
手
続
が
必
要
で

す
（
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

を
除
く
）。 

詳
し
く
は
、
税
務
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

☎
３
７
‐
０
１
１
４
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　日
本
脳
炎
定
期
予
防
接
種

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

 

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

日
本
脳
炎
定
期
予
防
接
種
の
標

準
的
な
接
種
は
、
３
歳
か
ら
４
歳

の
間
に
２
回
、
４
歳
か
ら
５
歳
の

間
に
１
回
、
９
歳
か
ら
10
歳
の
間

に
１
回
の
計
４
回
接
種
で
す
。

　

ま
た
、
予
防
接
種
の
積
極
的
勧

奨
を
差
し
控
え
て
い
た
時
期
（
平

成
17
年
６
月
～
平
成
22
年
３
月

頃
）
が
あ
り
、
子
ど
も
さ
ん
の
生

年
月
日
に
よ
っ
て
定
期
接
種
の
対

象
と
な
る
期
間
が
異
な
り
ま
す

（
下
表
参
照
）。

　

今
年
度
は
、
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ

ン
の
供
給
量
が
大
幅
に
減
少
す
る

と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
４
回
の
接

種
の
う
ち
１
回
目
と
２
回
目
の
接

種
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

接
種
対
象
年
齢
上
限
に
近
い
人

は
、
定
期
接
種
で
受
け
ら
れ
る
年

齢
を
過
ぎ
な
い
よ
う
に
接
種
し
ま

す
。

　

接
種
が
済
ん
で
い
る
か
今
一

度
、
母
子
健
康
手
帳
を
ご
確
認
の

上
、
接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
か
か

り
つ
け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
３
年
度
に
９
歳
と

な
る
、
２
期
（
４
回
目
）
の
対
象

者
へ
の
個
別
通
知
は
、
令
和
４
年

度
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

○
接
種
費
用

　

定
期
接
種
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
の

費
用
は
無
料

○
接
種
場
所

　

県
内
の
委
託
医
療
機
関

※
ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関
に

よ
っ
て
、
事
前
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。

○
持
っ
て
い
く
も
の

・
母
子
健
康
手
帳

・
予
防
接
種
手
帳
ま
た
は
予
防
接

種
予
診
票
（
医
療
機
関
窓
口
に

も
あ
り
ま
す
）

○
留
意
点

・
接
種
前
に
「
予
防
接
種
と
子
ど

も
の
健
康
」
を
読
み
、
正
し
い

知
識
を
持
っ
て
接
種
し
ま
し
ょ

う
。

・
保
護
者
同
伴
が
原
則
と
な
り
ま

す
の
で
、
祖
父
母
等
が
同
伴
さ

れ
る
場
合
は
、「
委
任
状
」
が

必
要
で
す
。

対象者の生年月日 定期接種の対象となる期間と接種回数

平成21年10月２日以降
生後６カ月から７歳６カ月までの間に３回接種
９歳から13歳未満の間に１回接種

平成20年４月２日～平成21年10月１日
９歳から13歳未満の間に１回接種
※７歳６カ月までに接種（計３回）できなかった分も
　９歳～ 13歳未満の間に接種できる

平成13年４月２日～平成19年４月１日 20歳未満の間に４回接種のうち不足分を接種できる

　
　無
料
ク
ー
ポ
ン
券
に
よ
る
風
し
ん
抗
体
検
査
・
予
防
接
種

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

対
象
者
に
は
、
令
和
２
年
３
月

末
に
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

　

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
等
で

ク
ー
ポ
ン
券
を
利
用
し
、
風
し
ん

抗
体
検
査
等
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

○
対
象
者

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和
54

年
４
月
１
日
生
の
男
性

※
予
防
接
種
は
、
風
し
ん
抗
体
検

査
の
結
果
、
風
し
ん
抗
体
価
が

ほ
と
ん
ど
な
い
人
の
み
対
象
。

○
実
施
期
間

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

※
医
療
機
関
の
実
施
日
に
限
る
。

○
実
施
場
所

　

本
事
業
に
参
加
し
て
い
る
全
国

の
医
療
機
関
等

※
ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

○
自
己
負
担
額　

　

無
料

○
必
要
な
も
の

・
ク
ー
ポ
ン
券

・
風
し
ん
抗
体
検
査
受
診
票

※
医
療
機
関
に
あ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

・
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
で

き
る
も
の

※
風
し
ん
予
防
接
種
を
受
け
る
場

合
は
、
風
し
ん
抗
体
検
査
の
結

果
（
風
し
ん
抗
体
検
査
受
診
票

の
本
人
控
）
を
あ
わ
せ
て
持
参

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
ク
ー
ポ
ン
券
再
発
行
に
つ
い
て

　

紛
失
等
で
ク
ー
ポ
ン
券
が
お

手
元
に
な
い
人
は
、
申
請
に
よ
り

ク
ー
ポ
ン
券
の
再
発
行
が
可
能
で

す
。

　

健
康
増
進
課
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
時
は
、
健
康
保
険

証
な
ど
の
本
人
確
認
で
き
る
も
の

と
、
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
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　後
期
高
齢
者

訪
問
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
６
４
‐
８
４
７
６

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

を
対
象
に
、
訪
問
に
よ
る
健
康
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

　

ご
家
庭
で
よ
り
良
く
生
活
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
健
康
に
関
す

る
こ
と
や
医
療
機
関
の
利
用
方
法

等
に
つ
い
て
、
情
報
提
供
や
ア
ド

バ
イ
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

日
頃
の
身
体
の
お
悩
み
や
気
に

な
る
こ
と
を
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
対
象
者
に
は
、

個
別
に
通
知
し
ま
す
。

　
　児
童
手
当
　
現
況
届
の
提
出
を

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
受
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認

し
、
所
得
審
査
を
行
い
ま
す
。
６

月
上
旬
に
現
況
届
と
返
信
用
封
筒

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
受
給

者○
提
出
す
る
も
の

・
現
況
届
（
署
名
済
の
も
の
）

・
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書

○
提
出
期
限　

６
月
30
日
（
水
）

※
提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
差
し
止
め
と
な

り
、
さ
ら
に
一
定
期
間
を
経
過

す
る
と
時
効
に
よ
り
受
給
資
格

が
喪
失
と
な
り
ま
す
。
必
ず
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
提
出
方
法

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
の

た
め
、
同
封
す
る
返
信
用
封
筒
に

よ
る
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
課
お
よ
び
各
支
所
総
合
窓

口
課
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

各課からのお知らせ

歯
と
お
口
の
健
診
・
妊
婦
歯
科
健
診
の
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

健
康
増
進
係
・
母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

歯
と
お
口
の
健
診

　

今
年
度
40
歳
お
よ
び
50
歳
に
な

る
人
は
、
歯
周
病
の
検
診
が
無
料

で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

40
歳
以
上
の
歯
を
失
う
原
因
の

第
１
位
が
歯
周
病
で
す
！
歯
周
病

の
原
因
で
あ
る
、
歯
周
病
菌
は
糖

尿
病
を
悪
化
さ
せ
た
り
、
動
脈
硬

化
や
脳
梗
塞
、
心
筋
梗
塞
、
肺
炎

な
ど
の
リ
ス
ク
を
高
め
た
り
す
る

な
ど
、
歯
の
み
な
ら
ず
全
身
の
健

康
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
存
在

で
す
。

○
対
象
者

・
昭
和
56
年
４
月
１
日

　
　

～
昭
和
57
年
３
月
31
日
生

・
昭
和
46
年
４
月
１
日

　
　

～
昭
和
47
年
３
月
31
日
生

○
受
診
期
間

　

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）ま
で

○
受
診
時
必
要
な
も
の

・
通
知
（
受
診
券
）
※
５
月
発
送

・
健
康
保
険
証

妊
婦
歯
科
健
診

　

妊
娠
中
は
、
つ
わ
り
や
女
性
ホ
ル

モ
ン
の
影
響
で
む
し
歯
や
歯
周
病
に

な
り
や
す
く
、
放
置
す
る
と
早
産
や

低
体
重
児
出
産
の
リ
ス
ク
が
高
ま
り

ま
す
。
ま
た
、
生
ま
れ
て
く
る
お
子

さ
ん
に
む
し
歯
を
う
つ
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

○
対
象
者

　

母
子
健
康
手
帳
を
交
付
さ
れ
た
妊

婦○
受
診
期
間　

出
産
前
日
ま
で

○
受
診
時
必
要
な
も
の

・
母
子
健
康
手
帳

・
妊
婦
歯
科
健
診
受
診
券

・
健
康
保
険
証

　

健
診
を
受
け
、む
し
歯
や
歯
周
病
の
早
期
発
見
、治
療
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

実
施
医
療
機
関
（
両
健
診
共
通
）

中山歯科医院
☎44-4147

大櫛歯科矯正歯科医院
☎44-5475

福島デンタルクリニック
☎52-2268

泉福歯科医院
☎52-2839

古賀歯科医院
☎52-1647

神埼市国民健康保険 
脊振診療所
☎59-2321

佐賀さくら歯科 
親子歯科クリニック

☎97-6438

船津歯科医院
☎52-1391

なかはら歯科医院
☎53-1849

こばやし歯科医院
☎55-6030

中村歯科医院
☎44-2992

江頭歯科医院
☎44-5523

永原歯科医院
☎52-2970

しばた歯科医院
☎55-9118
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　放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
　
夏
休
み
の
利
用
に
つ
い
て

夏
休
み
期
間
中
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
募
集

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

社
会
教
育
課　

社
会
教
育
係　

☎
３
７
‐
３
５
９
３

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

社
会
教
育
課　

社
会
教
育
係　

☎
３
７
‐
３
５
９
３

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
夏
休
み

中
の
入
会
を
希
望
す
る
場
合
は
、

早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
類
等
の
様
式
は
、
教

育
委
員
会
の
各
窓
口
お
よ
び
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

○
入
会
条
件

　

昼
間
児
童
の
面
倒
を
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
（
入
会
児
童
と
同
居
す
る
父
母

お
よ
び
70
歳
未
満
の
祖
父
母
の
就

労
証
明
書
等
）
が
必
要
で
す
。

※
就
労
等
は
、
最
低
勤
務
時
間
お

よ
び
日
数
が
、
１
日
４
時
間
以

上
か
つ
月
15
日
以
上
労
働
す
る

こ
と
を
常
態
と
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

○
対
象
者

　

小
学
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で

○
開
設
時
間

　

７
時
か
ら
18
時
ま
で

※
18
時
30
分
ま
で
延
長
可
（
別

途
、
負
担
金
が
必
要
）。

※
８
月
13
日
か
ら
15
日
ま
で
は
お

盆
休
み
で
す
。

　

夏
休
み
の
期
間
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
支
援
員
と
し
て
活
動
し
て

い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

○
勤
務
場
所

・
神
埼
町
お
よ
び
千
代
田
町

　

各
小
学
校
敷
地
内

・
脊
振
町

　

脊
振
交
流
セ
ン
タ
ー
内

○
任
用
期
間
（
予
定
）

　

７
月
21
日
（
水
）
～

�

８
月
24
日
（
火
）

○
募
集
人
員　

10
人
程
度

○
賃
金　

　

支
援
員
資
格
有

�

時
給
９
４
７
円

　

支
援
員
資
格
無�

�

時
給
８
９
７
円

○
勤
務
日
数
等

　

月
60
時
間
以
内　

ま
た
は

　

週
３
日
以
内（
週
15
時
間
以
内
）

○
勤
務
形
態

　

夏
休
み
期
間
中
月
～
土
曜
日
の

７
時
か
ら
18
時
30
分
ま
で

（
１
日
６
時
間
以
内
の
交
替
制
）

○
申
込
締
切　

　

６
月
21
日
（
月
）

○
注
意
事
項

・
弁
当
、
水
筒
等
は
、
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

・
別
途
ク
ラ
ブ
費
（
お
や
つ
代
等
）

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
お
や

つ
は
状
況
に
よ
り
、
実
施
し
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
長
期
休
暇
の
み
利
用
者
は
、
土

曜
日
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
申
請
方
法

　

申
請
書
に
記
入
の
上
、
証
明
書

類
等
と
あ
わ
せ
て
次
の
窓
口
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
書
設
置
・
申
込
場
所

・
社
会
教
育
課

・
神
埼
市
中
央
公
民
館　

・
千
代
田
公
民
館　

・
脊
振
公
民
館

○
保
険

　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
無
、
労

災
保
険
有

○
休
日

　

日
曜
日
、
祝
日
、
８
月
13
日
～

15
日

○
申
込
方
法

　

次
の
書
類
を
社
会
教
育
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
市
販
の
履
歴
書
（
顔
写
真
貼
付
）

・
官
製
は
が
き
（
返
信
先
記
入
）

・「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員

資
格
」
を
お
持
ち
の
人
は
、
資

格
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

○
募
集
締
切　

６
月
17
日
（
木
）

○
選
考
方
法　

書
類
選
考
・
面
接

※
面
接
日
は
、
は
が
き
で
連
絡
し

ま
す
。

○
そ
の
他

・
採
用
人
数
な
ど
は
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
賃
金
は
翌
月
10
日
払
い
で
す
。

　
　後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�

☎
６
４
‐
８
４
７
６

○
均
等
割
軽
減
特
例
の
見
直
し

　

こ
れ
ま
で
特
例
と
し
て
均
等
割

り
の
軽
減
割
合
が
上
乗
せ
さ
れ
て

７
・
７
５
割
軽
減
だ
っ
た
人
は
、

令
和
３
年
度
か
ら
本
来
の
７
割
軽

減
と
な
り
ま
す
。

○
軽
減
判
定
所
得
基
準
の
変
更

　

１
月
１
日
施
行
の
個
人
所
得
課

税
の
見
直
し
に
よ
り
、
被
保
険
者

の
保
険
料
に
不
利
益
が
生
じ
な
い

よ
う
に
対
象
者
の
所
得
要
件
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。

対象者の所得要件（世帯主および世帯の被
保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の
軽減割合

43万円+10万円×（年金・給与所得者数－1） 7割

43万円+28万5千円×被保険者数+10万円
×（年金・給与所得者数－1）以下 5割

43万円+52万円×被保険者数+10万円×
（年金・給与所得者数－1）以下 2割
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各課からのお知らせ

　
　プ
ー
ル
で
介
護
予
防
　

参
加
者
者
募
集

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

地
域
支
援
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

○
対
象
者

　

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

※
新
規
の
人
に
限
り
ま
す
。

○
開
催
期
間
（
計
12
回
）

　

７
月
５
日
（
月
）
か
ら
９
月
末

ま
で

○
と
き

　

毎
週
月
曜
日　

10
時
～
12
時

○
定
員　

15
人
（
先
着
順
）

○
送
迎　

有 

○
参
加
費　

１
回
２
０
０
円

○
申
込
開
始
日　

６
月
10
日
（
木
）

○
申
込
手
順

①
高
齢
障
が
い
課
に
電
話
で
予
約

②
高
齢
障
が
い
課
、
各
支
所
総
合

窓
口
で
申
請
手
続
き

○
実
施
場
所

　

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
ス
イ
ミ
ン
グ
ス

ク
ー
ル
鍋
島
（
佐
賀
市
開
成
３
丁

目
７
‐
11
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
に
よ
り
実
施
体
制
等
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

　
　

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
除
去
費
に
関
す
る
補
助
に
つ
い
て

公
共
マ
ス
の
維
持
管
理
に
ご
協
力
を

◎
問
い
合
わ
せ　

建
設
課　

都
市
計
画
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
３

◎
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課　

管
理
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
５

　

道
路
に
面
し
た
危
険
な
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
除
去
に
関
す
る
補
助

を
行
い
ま
す
。
補
助
を
受
け
る
に

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
状
態
や
補
助

要
件
等
の
事
前
相
談
、
お
よ
び
市

に
よ
る
確
認
が
必
要
で
す
。

○
補
助
対
象

　

道
路
に
面
し
た
高
さ
１
メ
ー
ト

ル
以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
（
補
強

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
レ
ン
ガ
造
、

石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

造
等
）
の
除
去
工
事
費

○
補
助
金
額

　

次
の
①
、
②
の
う
ち
低
い
額

　
（
補
助
対
象
事
業
費
の
上
限
額

は
14
万
円
）

公
共
マ
ス
と
は
？

　

宅
内
の
排
水
設
備
を
下
水
道
に

接
続
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
マ

ス
の
こ
と
で
す
。

　

一
般
的
に
直
径
約
20
㎝
の
大
き

さ
で
、市
が
維
持
管
理
を
行
い
ま

す
。　

○
公
共
マ
ス
使
用
上
の
注
意

・
公
共
マ
ス
を
埋
め
た
り
、
マ

ス
の
上
に
重
い
も
の
を
置
い
た

り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
→
詰

ま
っ
た
場
合
、
詰
ま
り
を
取
り

除
け
な
く
な
り
ま
す
。

・
公
共
マ
ス
は
車
両
等
で
上
に
乗

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
→
車
両

等
の
加
重
を
想
定
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
破
損
の
原
因
に
な
り

ま
す
。

・
公
共
マ
ス
の
周
り
に
樹
木
を
植

え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
→
公
共

①
対
象
工
事
費
の
３
分
の
２

②
撤
去
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長

さ
（
ｍ
）
×
１
万
円
×
３
分
の

２
○
申
請
で
き
る
人

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
所
有
者
お
よ

び
管
理
者
で
市
税
等
の
滞
納
が
な

い
人

○
受
付
開
始
日

　

６
月
１
日
（
火
）

※
補
助
金
交
付
決
定
前
に
契
約
・

工
事
を
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
受
付
件
数
が
想
定
数
に
達
し
た

場
合
は
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

マ
ス
内
部
に
根
が
侵
入
す
る
な

ど
し
、
破
損
や
詰
ま
り
の
原
因

に
な
り
ま
す
。

○
公
共
マ
ス
が
壊
れ
た
ら
…

　

公
共
マ
ス
に
破
損
や
閉
塞
が

あ
っ
た
場
合
は
、
下
水
道
課
に
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
が
維
持
管
理
し
ま
す
が
、
破

損
や
閉
塞
の
原
因
が
お
客
さ
ま
に

あ
る
場
合
、
修
繕
料
を
負
担
い
た

だ
き
ま
す
。

　

宅
内
の
排
水
設
備
は
、
お
客
さ

ま
の
管
理
と
な
り
ま
す
。
修
理
等

の
依
頼
は
必
ず
市
の
排
水
設
備
指

定
工
事
店
に
お
願
い
し
ま
す
。

公
共
下
水
道
未
接
続
の
皆
さ
ま
は
、

接
続
の
ご
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。

接続マス 接続マス 接続マス 公共マス
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　介
護
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

地
域
支
援
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

佐
賀
中
部
広
域
連
合 

給
付
課　

☎
４
０
‐
１
１
３
４

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負

担
割
合
証
（
白
色
）
は
、
有
効

期
限
が
７
月
末
ま
で
に
な
っ
て

い
ま
す
。
７
月
中
旬
に
、
佐
賀

中
部
広
域
連
合
か
ら
新
し
い
負

担
割
合
証
（
白
色
）
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
到
着
後
は
、
氏
名
、

生
年
月
日
等
の
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
介
護

保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
（
ピ

ン
ク
色
）
も
、
有
効
期
限
が
７

月
末
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
者
で
、

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な

場
合
は
６
月
中
に
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
認

定
証
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
と
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
利
用
者
の
食
費
、
居
住
費
は
、
所

得
が
低
く
負
担
が
難
し
い
人
は
、
申

請
に
よ
り
そ
の
一
部
が
介
護
保
険
か

ら
「
特
定
入
所
者
介
護
（
介
護
予
防
）

サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
利
用
者
負
担
段
階
は

４
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
第
３
段
階
の
条
件
が
８
月

か
ら
細
分
化
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
、
左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
預
貯
金
等
の
金
額
が
利

用
者
負
担
段
階
別
に
な
り
ま
す
の

で
、あ
わ
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
介
護
保
険
負
担
割
合
証
・
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

◆
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
は
８
月
か
ら
第
３
段
階
が
細
分

　

化
、
食
費
の
負
担
限
度
額
が
一
部
変
更
さ
れ
ま
す

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
人
は
、
新
し
い
負
担
割

合
証
・
負
担
限
度
額
認
定
証

を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対象者
要支援・要介護認定を受けている人
や事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証の色

白　色 ピンク　色

現在の有効期限 ７月31日（土）まで

更新の手続き
手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負担割
合証を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、
６月１日（火）～ 30日（水）までに、
佐賀中部広域連合または高齢障がい
課に申請してください。

新しい証の到着 ７月中旬

利用者負担段階と負担限度額

利用者
負担段階

対象者
負担限度額

食費
施設サービス 短期入所サービス

第１段階
生活保護受給者および
世帯全員（別世帯の配偶者含む）が
住民税非課税で老齢福祉年金受給者

300円 300円

第２段階

世帯全員（別世帯の配偶者含む）が 
住民税非課税で
合計所得金額+課税年金収入+非課
税年金収入が80万円以下

390円 ７月まで390円
８月から600円

第３段階

７
月

ま
で

世帯全員（別世帯の配偶者含む）が 
住民税非課税で第２段階以外の人 650円 650円

８
月
か
ら

第
３
段
階
①

世帯全員（別世帯の配偶者含む）が 
住民税非課税で
合計所得金額+課税年金収入+非課
税年金収入が80万円超120万円以下

650円 1,000円

第
３
段
階
②

世帯全員（別世帯の配偶者含む）が 
住民税非課税で
合計所得金額+課税年金収入+非課
税年金収入が120万円超

1,360円 1,300円

・預貯金等の金額が下記の額を超える場合、給付対象にはなりません。
８月から預貯
金等の額が利
用者負担段階
別になります。

・第１段階　：預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円超える場合
・第２段階　：預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円超える場合
・第３段階①：預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円超える場合
・第３段階②：預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円超える場合
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市
営
住
宅

入
居
予
備（
登
録
）者
募
集

家
屋
の
取
り
壊
し
、住
宅
用
地

の
利
用
変
更
は
届
出
を
！

脊
振
観
光
プ
ー
ル 

管
理
・
監
視
員
募
集

カ
ヌ
ー
教
室
実
施
中

◎
問
い
合
わ
せ　

建
設
課

建
築
住
宅
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
３

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課

資
産
税
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
４

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

☎
３
７
‐
３
５
９
３

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

☎
３
７
‐
３
５
９
３

　

既
存
の
市
営
住
宅
に
お
い
て
、

空
家
（
空
室
）
が
発
生
し
た
場
合

に
入
居
を
ご
案
内
す
る
入
居
予

備
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

現
在
、
申
し
込
み
を
さ
れ
、
未

だ
入
居
決
定
さ
れ
て
い
な
い
人

も
、
引
続
き
入
居
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
再
度
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
申
込
書
の
配
布

　

６
月
１
日
（
火
）
～

　

建
設
課　

建
築
住
宅
係
で
配
布

○
受
付
期
間

　

６
月
８
日
（
火
）
～
25
日
（
金
） 

※
平
日
９
時
～
17
時
ま
で

　

建
設
課　

建
築
住
宅
係
で
受
付

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
に
土
地
･
家
屋
･
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
や
事
業
所
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
の
取
り
壊
し

や
住
宅
用
地
の
利
用
状
況
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
家
屋
の
取
り
壊
し（
一
部
を
含
む
）

　

家
屋
（
居
宅
・
倉
庫
・
物
置
・

事
務
所
な
ど
）
を
取
り
壊
し
た
場

合※
建
物
の
滅
失
登
記
を
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
届
出
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
住
宅
用
地
の
利
用
状
況
の
変
更

　

家
屋
を
取
り
壊
し
て
空
き
地
や

駐
車
場
な
ど
へ
利
用
を
変
更
し
た

場
合

※
利
用
状
況
に
変
更
が
な
い
場

合
は
、
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

○
提
出
書
類

・
家
屋
取
壊
し
届
出
書

・
住
宅
用
地
の
申
告
書

※
届
出
書
・
申
告
書
は
税
務
課
、

各
支
所
総
合
窓
口
課
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
し
て
く
だ
さ

い
。

○
業
務
内
容　

管
理
、
監
視

○
勤
務
場
所

　

脊
振
観
光
プ
ー
ル
（
野
外
）

○
募
集
人
数　

６
人
程
度

○
給
料　

時
給
８
２
９
円

○
任
用
期
間

　

７
月
21
日
（
水
）
～

�

８
月
24
日
（
火
）

○
勤
務
形
態

・
９
時
～
17
時

・
１
日
３
人
勤
務
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン

○
休
日

　

休
館
日
（
８
月
13
日
～
15
日
）

○
勤
務
条
件

　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
の
適

用
無
、
労
災
保
険
有

○
応
募
資
格

　

体
力
が
あ
り
、
泳
げ
る
人

○
応
募
方
法

　

市
販
の
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
履
歴

書
（
顔
写
真
貼
付
）
と
官
製
は
が

き
（
返
信
先
記
入
）
を
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
選
考
方
法　

書
類
選
考
、面
接

○
受
付
期
間

　

６
月
１
日
（
火
）
～
18
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
日
を
除
く
。

　

初
心
者
で
も
簡
単
に
、
楽
し

く
カ
ヌ
ー
を
体
験
で
き
る
よ
う
、

専
門
の
指
導
者
に
よ
る
カ
ヌ
ー

教
室
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

○
と
き

　

６
月
～
９
月
の
土
日
、
祝
日

　

９
時
～
16
時

※
７
月
21
日
（
水
）
～
８
月
30

日
（
月
）
は
、火
曜
日
を
除
き
、

毎
日
体
験
で
き
ま
す
。

※
天
候
お
よ
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に

よ
り
、
休
み
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

○
と
こ
ろ

　

神
埼
市
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン

タ
ー
艇
庫

○
料
金
（
１
艇
１
時
間
あ
た
り
）

　

２
０
０
円

※
初
回
や
団
体
で
の
利
用
の
場

合
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

有
料
広
告

有
料
広
告


